
1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■
4 ■
5 ■
6 ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■ ■
11
12
13
14
15

商業振興支援事業

経済部 産業観光課

 商店会や商業者が抱える様々な問題を把握し、課題解決に向けた取組を検討します。

 商店会の発展的な取組を支援し、商店会の魅力向上やにぎわい創出を図るとともに、消

費者の安全と防犯に寄与することを目的として、商店会に対して電灯料等の共同施設に関

する補助を行います。

 また、昨年度実施したアンケート結果をもとに既存の支援施策について見直しを図ると

ともに、補助、給付だけではない新たな支援施策について検討を行い、必要に応じて規定

等を改正します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

補助金申請書類送付 通知等発送

9月
10

月

11

月

商業に係る各種相談対応 相談・問合せ対応
商業施策検討 検討

補助金申請受付 申請等受付
交付決定 伝票処理・契約事務
実績報告 伝票処理・契約事務
商店会活性化施策検討 検討
商店会ヒアリング 統計調査・集計
市広報紙連載取材・記事作成 事務作業全般
施策に係る意見交換会 検討



あり

茅ヶ崎市経済部産業観光課所管に係る補助金等交付要綱第２条第１項、別表３~６



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

大規模小売店舗立地調整事業

経済部 産業観光課

 大規模小売店舗立地法に基づく意見提出等の事務手続きを行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

市意見提出 事務作業全般

9月
10

月

11

月

設置前事前相談業務 相談・問合せ対応
市意見照会・集約 統計調査・集計



あり

大規模小売店舗立地法（大店立地法）（平成10年6月3日公布、平成12年6月1日施行）



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■
5 ■
6 ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■
8 ■ ■
9 ■
10 ■
11 ■ ■ ■ ■
12 ■ ■ ■ ■
13 ■ ■
14
15

商工業振興イベント支援事業

経済部 産業観光課

■産業フェア

 市内事業者に対して自社製品等を宣伝する場を用意するとともに、産業フェア来場者に

対して、市内事業者の産業製品、特産品等を宣伝することで、企業のＰＲ支援及び市民と

一体となった産業の振興と活性化を図ります。

■アロハビズ

 「窓をあけ、風を感じる」環境にやさしい街を目指し、エアコンの利用を控え、ネクタ

イを外し、アロハシャツの着用を進める事業。市、金融機関、民間事業者も含め、職員の

アロハ着用を推進しています。茅ヶ崎アロハ実行委員会、商工会議所と市の共催によりア

ロハビズオープニングイベントなどを実施します。

■ゆかりのまち等の他都市との交流

 ゆかりのまち「岡崎市」、災害協定締結先の「佐久市」、物産品相互取扱協定先の「泉

佐野市」との交流を実施しています。互いの市で行われる商工フェアや農業まつりにおい

て、相互に出店します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

補助金申請受付・支払 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

産業フェア開催検討 検討
産業フェア開催準備 事務作業全般

産業フェア開催 イベント開催
実績報告 申請等受付
アロハビズＯＰ開催検討 検討
アロハビズＯＰ庁内調整 事務作業全般
アロハビズＯＰ開催準備 周知・広報
アロハビズＯＰイベント開催 イベント開催
実績報告 申請等受付
会場借用各課団体依頼・後援名義 庁内調整・会議
岡崎市、佐久市、泉佐野市商工フェア等の事業者調整 庁外調整・会議
岡崎市、佐久市、泉佐野市商工フェア等の参加 現場調査・訪問



あり

茅ヶ崎市経済部産業観光課所管に係る補助金等交付要綱第２条第１項、別表７



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

工業振興支援事業

経済部 産業観光課

■事業者訪問

 施策に反映するため、市内事業所を訪問し、事業の概要や景況感、操業上の課題などに

ついてお話をお聞きします。

■神奈川県さがみロボット産業特区

 ビルドアップ茅ヶ崎２ndにおける立地支援（ロボット関連事業の立地は、課税免除）、

販路開拓支援補助金（国内展示 補助上限額10万円）など、重点的な支援内容を別枠で設

けています。

■販路開拓支援補助金

 市内中小企業者が自社製品等の販路開拓を支援するため、国内外の展示会や見本市等へ

の出展に要した経費の一部を補助します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

販路開拓・さがみロボット特区申請受付＆交付 事務作業全般

9月
10

月

11

月

事業者訪問 現場調査・訪問
販路開拓・さがみロボット特区ＨＰによる周知 周知・広報

販路開拓補助金申請受付 申請等受付
交付決定 伝票処理・契約事務
実績報告 伝票処理・契約事務



あり

茅ヶ崎市経済部産業観光課所管に係る補助金等交付要綱第２条第１項、別表９



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

工場立地法運用等事務

経済部 産業観光課

 工場立地法で規定する特定工場に関する届出を受理します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

ＨＰによる周知 周知・広報

9月
10

月

11

月

届出受付 申請等受付
事前相談業務 相談・問合せ対応



あり

工場立地法、茅ヶ崎市工場立地に関する準則を定める条例



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

企業誘致等促進事業

経済部 産業観光課

 茅ヶ崎市への新たな立地や、機械の入れ替えなどの新たな設備投資等に係る奨励措置適

用のための認定事務。

■企業等立地等促進条例(ビルドアップ茅ヶ崎2nd)の運用

 企業の市内での事業活動と地域社会に貢献する取組を支援するため、新規の立地や設備

投資等に伴う奨励措置適用に係る事務を行うとともに、近隣自治体が実施している制度の

調査研究や事業者へのヒアリング等を通して事業者ニーズを把握し、次期条例改正に向け

奨励措置の検討尾を実施します。

■先端設備導入計画の申請受付、認定事務

 市内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、「茅ヶ崎市導入促進基本計画」に基

づく市内中小企業からの「先端設備等導入計画」の認定に係る事務を行います。

■不動産団体との情報提供に関する協定の運用

 「公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会湘南支部」及び「公益社団法人全日本不動

産協会神奈川県本部湘南支部」と産業用不動産の照会に関する協定を締結しており、市内

に条件に合う用地があるか、協定先の加盟事業者に対し、一括して照会する事務を行いま

す。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

奨励措置内容検討 検討

9月
10

月

11

月

ホームページによる周知 周知・広報
申請受付 申請等受付

先端設備導入計画の申請受付 申請等受付
不動産照会 事務作業全般



あり

茅ヶ崎市企業等立地等促進条例



1 ■ ■
2 ■ ■ ■ ■
3 ■
4 ■ ■
5 ■
6 ■ ■ ■
7 ■ ■
8 ■
9
10
11
12
13
14
15

計量検査事業

経済部 産業観光課

 適正な計量の実施を確保することによって、消費者保護と経済の適正な発展を図るた

め、各種取組を実施します。

■定期検査の実施

 計量法第19条に基づき、市の指定定期検査機関である公益社団法人神奈川県計量協会に

よる「定期検査」を市域を二分にして、毎年交互に実施します。また、定期検査に代わる

計量士による検査を受けた旨の届出を受理します。

■立入検査の実施

 計量法第148条に基づき、スーパーマーケット、燃料油メーター、石油ガスメーター、

米穀・灯油販売事業者、詰込事業所への立入検査を実施します。

■普及・啓発

 計量管理強調月間や正量取引強調月間を通し、計量のPRなど計量思想の普及推進を図り

ます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

立入検査結果報告 事務作業全般

9月
10

月

11

月

立入検査に伴う事業者との事前調整等 通知等発送
立入検査(スーパー等) 現場調査・訪問

定期検査に伴う事業者への事前調査等 通知等発送
定期検査に伴う指定定期検査機関との契約 事務作業全般
定期検査 現場調査・訪問
正量取引強調月間 事務作業全般
計量管理強調月間 事務作業全般



あり

計量法

第10条 物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物

象の状態の量の計量をするように努めなければならない。

２ 都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区（以下「特定市町村」という。）の⾧は、前項に規

定する者が同項の規定を遵守していないため、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めると

きは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。ただし、第十五条第一項の規定に

より勧告することができる場合は、この限りでない。

第19条（定期検査）

特定計量器（第十六条第一項又は第七十二条第二項の政令で定めるものを除く。）のうち、その構造、使用条

件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるもので

あって政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は、その特定計量器に

ついて、その事業所（事業所がない者にあっては、住所。以下この節において同じ。）の所在地を管轄する都

道府県知事（その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の⾧）が行う定期検査を受け

なければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。

一 第百七条の登録を受けた者が計量上の証明（以下「計量証明」という。）に使用する特定計量器

二 第百二十七条第一項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器（前号に掲げ

るものを除く。）

三 第二十四条第一項の定期検査済証印、検定証印等又は第百十九条第一項の計量証明検査済証印であって、

第二十一条第二項の規定により公示された定期検査の実施の期日（以下「実施期日」という。）において、こ

れらに表示された年月（検定証印等に表示された年月にあっては、第七十二条第三項又は第九十六条第三項の

規定により表示されたものに限る。）の翌月一日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過して

いないものが付されている特定計量器（前二号に掲げるものを除く。）

２ 第百二十七条第一項の指定を受けた者は、第二十一条第一項の政令で定める期間に一回、第百二十八条第

一号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する前項の政令で定める特定計量器（前項第一

号に掲げるものを除く。）が第二十三条第一項各号に適合するかどうかを同条第二項及び第三項の経済産業省

令で定める方法により検査させなければならない。

第148条（立入検査）

経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の⾧は、この法律の施行に必要な限度において、その職員

に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事

業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明における計量をする者の工場、事業場、営業所、事務所、事

業所又は倉庫に立ち入り、計量器、計量器の検査のための器具、機械若しくは装置、特殊容器、特定物象量が

表記された特定商品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

２ 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検定機関、特定計量証明認定

機関又は指定校正機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ

せ、又は関係者に質問させることができる。

３ 都道府県知事又は特定市町村の⾧は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定定期検査

機関又は指定計量証明検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件

を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

４ 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければな

らない

５ 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。



1 ■ ■ ■ ■ ■
2 ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

広域連携事業

経済部 産業観光課

■湘南広域都市行政協議会産業振興部会

 藤沢市、寒川町との２市１町で産業振興部会を構成し、広域での事業実施、情報発信を

通じて、域内事業者の支援を実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

翌年度の事業計画 検討＆申請 申請等受付

9月
10

月

11

月

産業振興部会の開催 庁外調整・会議
部会の中間報告 実績報告 申請等受付

事業実施 イベント開催



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■
4 ■ ■ ■
5 ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
12
13
14
15

中小企業経営・融資支援事業

経済部 産業観光課

 中小企業の経営基盤の確立と経営の近代化を促進し、中小企業の健全な発展を図るた

め、市内指定金融機関に対し、預託金を支給し、制度融資を行うとともに、既存の融資制

度や利率、融資上限額等について検討を行い、必要に応じて規定を改正します。

 また、市内事業者に対しては、融資にかかる信用保証料や利子の補助を行うとともに、

県や他市町村の状況について調査・研究を行います。

 さらに、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対してセーフティネッ

ト保証の認定事務も行っております。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

預託金支払 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

信用保証料補助金申請書送付 通知等発送
信用保証料補助金支払事務 伝票処理・契約事務

預託金額試算 検討
預託金返還 伝票処理・契約事務
セーフティネット等認定 申請等受付
市制度融資に係る各種相談対応 相談・問合せ対応
市制度融資利子補給申請書送付 通知等発送
市制度融資利子補給支払事務 伝票処理・契約事務
市制度融資施策検討 検討
信用保証料、利子補給に係る調査研究 検討



あり

茅ヶ崎市経済部産業観光課所管に係る補助金等交付要綱第２条第１項、別表１~２

中小企業信用保険法第２条第５項第４号及び第５号、第２条第６項

茅ヶ崎市中小企業融資制度要綱



1 ■ ■ ■ ■
2 ■
3 ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

中小企業経営等相談事業

経済部 産業観光課

■よろず支援拠点出張相談事業

 神奈川県よろず支援拠点の出張相談を毎月1回市役所にて実施します。相談に係る会場

の確保や予約受付など各種調整を行います。

■無料発明相談

 INPITの知財総合相談窓口の地域事業の一環で毎月1回出張相談を実施します。相談に係

る会場の確保や予約受付など各種調整を行います。

■経営診断・経営相談（会議所委託）

 市内事業者の経営診断・相談を茅ヶ崎商工会議所に委託しています。診断は出張型で1

回2時間、相談は来訪型で1回1時間程度の内容となっており、それぞれ単価契約を行い

茅ヶ崎商工会議所に実績払いしています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

場所の調整 事務作業全般

9月
10

月

11

月

単価契約 伝票処理・契約事務
日程の調整 事務作業全般

予約の調整 事務作業全般
経営・創業相談実施 事務作業全般
発明相談実施 事務作業全般



なし



1 ■ ■ ■
2 ■ ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

商工関係団体活動支援事業

経済部 産業観光課

 市内商工関係団体に対して、商工業の健全な発展を図るため、対象の事務局費及び事業

費の一部を補助します。

 商工会議所、金融機関などの商工関係団体と連携し、各種事業の検討・実施を行いま

す。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

監査等 現場調査・訪問

9月
10

月

11

月

補助金申請受付 申請等受付
交付決定 伝票処理・契約事務

実績報告 伝票処理・契約事務
施策の検討 検討
優良産業人表彰事業 事務作業全般



あり

茅ヶ崎市経済部産業観光課所管に係る補助金等交付要綱第２条第１項、別表８



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■
5 ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■
9
10
11
12
13
14
15

 創業者の事業レベルに応じた支援を実施することにより市内創業者の増加を図るため、

特定創業支援事業の認定、湘南ビジネスコンテストの共済など、湘南産業振興財団との連

携した取組を行います。

■特定創業支援事業

 市が創業支援計画で認定する創業支援事業を受けた創業者に対し、法人化の際の登録免

許税の優遇等が受けられる証明書を発行します。また、創業支援計画の更新期間は5年間

となっており、更新ごとに認定事業を検討します。

 また、神奈川県が実施する金融フレームワーク事業を活用し、金融機関とともに新たな

特定創業支援事業の手法等について検討すとともに、適宜、創業支援等事業計画の変更を

申請します。

■湘南ビジネスコンテスト

 毎年7月に募集を行い、11月の最終プレゼンテーションに至るまでプランコンテストを

行うとともに事業のブラッシュアップを支援します。コンテストは湘南産業振興財団が主

催し、藤沢市、寒川町、茅ヶ崎市の2市1町が共催となります。年度当初のコンテスト部会

にはじまり、各種周知活動や事業のブラッシュアップに伴走します。

4月 5月

創業者支援事業

経済部 産業観光課

3月
12

月
1月 2月

創業支援等事業計画の変更申請 申請等
特定創業支援事業の検討 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

特定創業支援に係る各種相談対応 相談・問合せ対応
特定創業支援事業 証明書発行 事務作業全般

6月 7月 8月

湘南ビジネスコンテスト部会 庁外調整・会議
湘南ビジネスコンテスト周知活動 周知・広報
湘南ビジネスコンテスト事業者サポート 相談・問合せ対応
湘南ビジネスコンテストプレゼンテーション イベント開催



あり

産業競争力強化法



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

災害時相互応援協定事業

経済部 産業観光課

 災害時に物資支援等様々な相互協力を市内事業者と実施することができるよう、防災協

定の締結及び運用を行うものです。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

締結・運用 事務作業全般
無線予行演習 事務作業全般



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

企業移転・サテライトオフィス設置支援事業

経済部 産業観光課

 コロナ禍において、都心集中型のオフィス環境から分散型オフィスへの需要が高まって

いることを鑑み、茅ヶ崎市に移転・サテライトオフィス設置する企業に対して補助金を支

出することにより、企業の進出機運向上を図るとともに、進出企業における市民雇用や従

業員転入に対しても補助金を支出することにより、市内経済全体の向上を図るものです。

 しかしながら、アフターコロナにおける都心回帰の動きやテレワークの一般化などによ

り、今後サテライトオフィスの需要については不透明な状況のため、今後はサテライトオ

フィス等の事業者ニーズの把握に努めるとともに、移転してきた事業者のインタビュー等

をホームページやSNSで発信するなど、企業誘致に注力していきます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

移転企業への個別対応 相談・問合せ対応

9月
10

月

11

月

制度の改定・検討 検討
情報周知 周知・広報

不動産事業者、金融機関等への事業周知 周知・広報



あり

茅ヶ崎市経済部産業観光課所管に係る補助金等交付要綱第２条第１項、別表14、15



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

クラウドファンディング活用支援事業

経済部 産業観光課

 市内事業者が事業拡大や新規参入、販路拡大のためにクラウドファンディングを活用し

資金調達を行った場合に、その経費の一部を補助するものです。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

実績報告 事務作業全般

9月
10

月

11

月

補助金申請・認定 申請等受付
事業周知 周知・広報



あり

茅ヶ崎市経済部産業観光課所管に係る補助金等交付要綱第２条第１項、別表13



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

認知拡大支援事業

経済部 産業観光課

 市内事業者の認知度を向上させ売り上げ増加に繋げるため、広報媒体等を活用した事業

者の紹介をおこないます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

SNS等を活用した市内事業者等紹介 事務作業全般



なし



1 ■ ■
2 ■ ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■ ■
7 ■
8
9
10
11
12
13
14
15

フェア開催 イベント開催

フェアの情報発信（周知・広報） 周知・広報
ＦＤＡ申請 庁外調整・会議
出展商品輸出 事務作業全般

商談会の開催 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

事業者訪問などによる商品エントリー依頼 申請等受付
輸出事業者による商品の輸出可否判定 検討

ホノルル姉妹都市協定締結１０周年の記念事業の一環として、CHIGASAKI FAIR「茅ヶ崎

フェア」IN HAWAIIをホノルルにあるドン・キホーテ カヘカ店において開催するにあた

り、茅ヶ崎市内の事業者から出展業品を広く募集する。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

ホノルル姉妹都市協定締結１０周年記念事業

経済部 産業観光課



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

観光シティプロモーション推進事業

経済部 産業観光課

観光振興ビジョンに基づく、観光振興を行うために、本市の魅力的な観光資源を磨き上

げ、年間を通して、HP、SNSなど、様々なメディアを情報発信を行い、本市の観光振興の

プロモーションを図る。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

SNS等の活用による情報発信 周知・広報

9月
10

月

11

月

観光振興ビジョンに基づく情報発信、周知 周知・広報
フィルムコミッションによる支援 相談・問合せ対応



なし



1 ■
2 ■
3 ■
4 ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

観光協会運営支援事業

経済部 産業観光課

本市の観光振興の促進を担う観光協会の保護育成を図るため、事務局人件費及び維持管理

経費の補助を行う。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

実績報告 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

補助金申請受付 申請等受付
交付決定 伝票処理・契約事務

監査等 現場調査・訪問
観光協会運営支援・協議 事務作業全般



あり

茅ヶ崎市経済部産業観光課所管に係る補助金等交付要綱第２条第１項、別表10



1 ■
2 ■
3 ■
4 ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

観光誘客支援事業

経済部 産業観光課

観光案内所の運営に対して補助を行い、観光案内及び観光物産等のPRの充実、観光客の誘

致を促進し、地域経済の活性化を図る。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

実績報告 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

補助金申請受付 申請等受付
交付決定 伝票処理・契約事務

監査等 現場調査・訪問
観光案内所の運営等の誘致事業 事務作業全般



あり

茅ヶ崎市経済部産業観光課所管に係る補助金等交付要綱第２条第１項、別表10



1 ■
2 ■ ■ ■
3 ■ ■
4 ■
5 ■ ■ ■
6 ■
7 ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■
9 ■ ■
10 ■ ■ ■
11 ■ ■
12
13
14
15

海水浴場運営事業

経済部 産業観光課

本市の魅力的な観光資源を活用し、地域経済の活性化を目的にサザンビーチちがさき海水

浴場の開設・運営にあたり、海水浴場の健全運営及び来場者の安全確保を図る。また、令

和5年度よりバリアフリービーチを実施し、海水浴場の開設期間中、誰もが海を楽しむこ

とができる環境整備を行う。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

実績報告 申請等受付

9月
10

月

11

月

契約行為 伝票処理・契約事務
開設準備 検討

海水浴場等誘客事業 周知・広報
海水浴場ルールの見直しに関する事務 事務作業全般
海水浴場対策協議会 事務作業全般
海開きに関する事務 事務作業全般
津波避難誘導計画、訓練に関する事務 事務作業全般
海水浴場の開設・運営 イベント開催
バリアフリービーチの調整・準備 事務作業全般
バリアフリービーチの実施 イベント開催



なし



1 ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■
5 ■
6 ■
7 ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

観光施設整備事業

経済部 産業観光課

サザンビーチちがさき周辺における海岸清掃及び海水浴場トイレ清掃を行い、観光施設の

維持管理を図るとともに、浜降祭や海水浴場・湘南祭に向けた海岸整地を行い、イベント

等の開催に向けた環境整備の向上を図る。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

海水浴場の清掃 委託業務

9月
10

月

11

月

契約行為 伝票処理・契約事務
海岸清掃 委託業務

トイレの清掃 委託業務
浜降祭の清掃 委託業務
花火大会の清掃 委託業務
海岸の整地 委託業務



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

観光資源の回遊性充実事業

経済部 産業観光課

市内にある観光資源のネットワーク化を図り、本市に訪れた観光客の回遊性を充実させる

ことで、市内の地域経済の活性化を図る。

地元から発信する旅づくりの会の取組、JAFとの連携企画、シェアサイクルの周知・ポー

ト増設、県及びスルガ銀行とのサイクルプロジェクト、などを通じて、本市に来訪、周遊

する機会を継続的に提供する。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

シェアサイクルの周知・ポートの増設 事務作業全般

9月
10

月

11

月

地元から発信する旅づくり実行 庁外調整・会議
JAFとの連動企画の調整・実施 事務作業全般

サイクルプロジェクトの調整 事務作業全般
サイクルプロジェクトの実施 事務作業全般
サイクルプロジェクトの情報発信



なし



1 ■
2 ■
3 ■
4 ■
5 ■ ■ ■ ■ ■
6 ■
7 ■
8 ■ ■ ■ ■ ■
9
10
11
12
13
14
15

大岡越前祭行事支援事業

経済部 産業観光課

大岡越前祭の開催支援のため、実行委員会の補助を行うとともに市内外に広く周知するこ

とにより、多くの観光客の誘客を図り、地域経済の活性化を図る。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

実施報告 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

補助金申請受付 申請等受付
交付決定 伝票処理・契約事務

監査等 現場調査・訪問
大岡越前祭の準備 検討
大岡越前祭の開催 イベント開催
浄見寺地元まつりの実施 イベント開催
浄見寺地元まつりの準備 庁外調整・会議



あり

茅ヶ崎市経済部産業観光課所管に係る補助金等交付要綱第２条第１項、別表11



1 ■
2 ■
3 ■
4 ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

湘南祭行事支援事業

経済部 産業観光課

湘南祭の開催支援のため、実行委員会の補助を行うとともに市内外に広く周知することに

より、多くの観光客の誘客を図り、地域経済の活性化を図る。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

実施報告 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

補助金申請受付 申請等受付
交付決定 伝票処理・契約事務

監査等 現場調査・訪問
湘南祭の準備 検討
湘南祭の開催 イベント開催



あり

茅ヶ崎市経済部産業観光課所管に係る補助金等交付要綱第２条第１項、別表11



1 ■
2 ■
3 ■
4 ■
5 ■ ■ ■ ■ ■
6 ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

花火大会行事支援事業

経済部 産業観光課

サザンビーチちがさき花火大会の開催支援のため、実行委員会の補助を行うとともに市内

外に広く周知することにより、本市の観光振興と観光誘客を図る。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

実施報告 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

補助金申請受付 申請等受付
交付決定 伝票処理・契約事務

監査等 現場調査・訪問
花火大会準備 検討
花火大会の開催 イベント開催



あり

茅ヶ崎市経済部産業観光課所管に係る補助金等交付要綱第２条第１項、別表11



1 ■
2 ■
3 ■
4 ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■
7 ■ ■ ■ ■
8 ■
9
10
11
12
13
14
15

浜降祭行事支援事業

経済部 産業観光課

神奈川県無形文化財の指定を受けた浜降祭及び神輿渡御の実施に係る支援のための補助を

行うとともに、市内外に広く周知することにより、観光振興及び地域経済の活性化を図

る。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

実績報告 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

補助金申請受付 申請等受付
交付決定 伝票処理・契約事務

監査等 現場調査・訪問
浜降祭展示準備 検討
浜降祭展示 イベント開催
浜降祭の準備 検討
浜降祭の開催 イベント開催



あり

茅ヶ崎市経済部産業観光課所管に係る補助金等交付要綱第２条第１項、別表11



1 ■
2 ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■
4 ■
5 ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

入込観光客調査事業

経済部 産業観光課

神奈川県内を訪れる観光客の入込状況を把握し、県・市町村の観光施策の基礎資料とする

ために、神奈川県観光振興協議会から委託業務として入込観光客の調査を実施する。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

観光消費額調査 事務作業全般

9月
10

月

11

月

契約行為 伝票処理・契約事務
入込観光客調査 事務作業全般

実績報告の提出 事務作業全般
歳入事務 事務作業全般



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

市有地管理業務

経済部 産業観光課

中海岸に所有している市管理地について、イベント、行事、フィルムコミッション等な

ど、様々な場面で貸し出し行い、財源の収入を図る。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

市有地の貸し出しの相談・調整 事務作業全般
契約行為 伝票処理・契約事務



あり

茅ヶ崎市市有財産規則



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10 ■ ■
11 ■
12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
13 ■ ■
14 ■ ■ ■ ■
15 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

勤労市民会館の管理運営

経済部 産業観光課

・勤労市民会館は勤労者の福祉の増進と文化の振興を図るとともに、求職者に対する就職

活動を支援する事業や労働関連の相談事業、会議室や研修室などの貸室事業を行う施設で

す。質の高いサービスや施設管理を充実させるため、指定管理者における管理運営を実施

しています。

・就職活動の支援講座の内容や実施時期等について、労働市場の動き等を踏まえて指定管

理者と協議します。

・所管施設である勤労市民会館の維持管理について、定期的な点検と施設管理者へのヒア

リングを行い、不具合箇所の早期対応や、会館運営上で必要不可欠な修繕等を実施しま

す。令和６年度は、ファンコイルと共用部分照明の修繕とともに、予防保全工事として火

災報知設備と避難誘導灯の工事を実施します。

・５階の空調設備にはフロンガスが使用されているため、四半期ごとの定期的な目視点検

を実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

四半期事業報告・モニタリング調査 統計調査・集計

9月
10

月

11

月

基本協定書、年度協定書締結、指定管理料支払い 伝票処理・契約事務
月次・半期・年次事業報告会 庁外調整・会議

次期指定管理選定における事務 選定・協定締結
施設の貸し出し業務 管理運営
就職活動に関するセミナー（広報含む） イベント開催
就職サポートコーナー 相談事業
各種相談事業（若年・中高年他） 相談事業
社会保険労務士による労働相談 相談事業
自動販売機貸付に関する事務 伝票処理・契約事務
５階共用部に関する事務 伝票処理・契約事務
施設管理及び修繕等 維持管理・修繕
建物維持管理定期点検依頼 事務作業全般
フロンガス使用の空調機器設備室外機簡易点検 現場調査・訪問
指定管理者委託の施設管理事業者へヒアリング 現場調査・訪問



あり

〇茅ヶ崎市勤労市民会館条例

(趣旨)

第1条 この条例は、茅ヶ崎市勤労市民会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるも

のとする。

(設置、名称及び位置)

第2条 働く市民の福祉の増進と文化の振興を図るため茅ヶ崎市勤労市民会館(以下「会

館」という。)を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(会館の管理)

第3条 会館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に

規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の使用の承認に関する業務

(2) 会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市⾧が定める業務



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■
7 ■ ■
8 ■
9 ■ ■
10 ■ ■
11 ■
12
13
14
15

労働環境整備事業

・ライフスタイルが多様化する中、住まいと近い場所におけるしごと（雇用）の創出、自

分らしい価値観でしごとと生活のバランスを確保できる環境づくり、子育てしながら安心

して働ける環境づくりを推進します。

・従来より推進してきた働き方改革やコロナ禍により、企業のテレワークが進み、在宅勤

務やサテライトオフィスなど多様な働き方が加速化していることから、時間や場所に捉わ

れず、新しい生活様式に則した柔軟な働き方を選択できるよう、民間事業者や関係機関等

と連携しながら、労働環境の充実に向けた事業を実施します。

・求職者と人材不足に悩む事業者のマッチング事業として、市主催企業説明会とハロー

ワーク藤沢共催の企業説明会＆面接会を実施し、就労機会を提供します。

3月
12

月
1月7月 8月 2月9月

10

月

11

月

経済部 産業観光課

4月 5月 6月

事業所訪問 現場調査・訪問

新たな働き方に関する情報提供 周知・広報

合同企業説明会 日程調整・会場確保 事務作業全般

女性の活躍の推進 周知・広報

合同企業説明会 企業募集・選定 事務作業全般

イベント開催

合同企業説明会 参加者募集 周知・広報
合同企業説明会 実施 イベント開催
合同企業説明会＆面接会 日程調整 イベント開催
合同企業説明会＆面接会 企業募集・選定 イベント開催

合同企業説明会＆面接 実施 イベント開催
合同企業説明会＆面接 参加者募集



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■
5 ■ ■ ■
6 ■ ■ ■
7 ■ ■
8 ■
9 ■ ■ ■ ■
10 ■ ■ ■
11 ■
12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
13 ■ ■
14 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
15

・求職者が希望に合った就職ができるよう、藤沢公共職業安定所や近隣自治体等と連携

し、就労の機会の場を提供します。

・藤沢公共職業安定所と共同で開設している茅ヶ崎市ふるさとハローワークにおいて、１

５歳以上の若年者、中高年齢者への求職者を対象とした職業相談及び職業紹介を実施しま

す。

・藤沢公共職業安定所及び管内自治体（藤沢市、鎌倉市、寒川町）と連携して「湘南合同

就職面接会」を実施します。

・平塚公共職業安定所及び管内自治体（平塚市、伊勢原市、秦野市、大磯町、二宮町）等

と連携して「企業合同就職面接会」を実施します。

・藤沢公共職業安定所や管内自治体（藤沢市、鎌倉市、寒川町）と連携して規模を縮小し

た障害者合同ミニ面接会を回数を増やして実施します。

・藤沢公共職業安定所と連携して障がい者雇用促進事業を実施します。

4月 5月

公共職業安定所との連携事業

経済部 産業観光課

3月
12

月
1月 2月

就職活動支援打合せ 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

地域職業相談事業 相談・問合せ対応
最近の労働情勢の把握 統計調査・集計

6月 7月 8月

湘南地域雇用対策推進協議会 庁外調整・会議
湘南合同就職面接会 打ち合わせ 庁外調整・会議
湘南合同就職面接会周知関連 周知・広報

企業合同就職面接会参加自治体打ち合わせ 庁外調整・会議
企業合同就職面接会 イベント開催

湘南合同就職面接会負担金支払 伝票処理・契約事務
湘南合同就職面接会 イベント開催
企業合同就職面接会の共催及び周知関連 周知・広報

障害者合同ミニ面接会 イベント開催
障がい者雇用促進事業所訪問 現場調査・訪問
障がい者雇用促進事業 周知・広報





1 ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■
7 ■
8
9
10
11
12
13
14
15

就職活動支援事業

経済部 産業観光課

・求職者が希望に合った就職ができるよう、神奈川県や関係団体と連携して就職活動を支

援します。

・神奈川県央地域若者サポートステーションと連携し、就職が困難な方のための就職個別

相談会及び、就労に困難を抱える方の保護者を対象にした個別相談会を実施します。

・神奈川県と連携し、ワーキングマザー両立応援カウンセリングを実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

10

月

11

月

就職氷河期世代支援の推進 周知・広報

9月

県職業技術校 周知・広報

就職が困難な方のための就職個別相談会の会場手配 事務作業全般
就職が困難な方のための就職個別相談会の周知 周知・広報
ワーキングマザー両立応援カウンセリング 周知・広報

企業と高等学校の情報交換会打合せ 庁外調整・会議
企業と高等学校の情報交換会 イベント開催



なし



1 ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

勤労者福祉サービスセンター事業

経済部 産業観光課

・公益財団法人湘南産業振興財団との協定により、中小企業が独自に行うことが難しい福

利厚生事業を藤沢市、鎌倉市及び茅ヶ崎市の３市広域事業（湘南勤労者福祉サービスセン

ター事業）として実施し、３市の中小企業の勤労者及び事業主の福利向上と地域産業の活

性化を図ります。

・藤沢市、鎌倉市及び茅ヶ崎市の事業所で常時雇用する従業員３００名以下の事業主と従

業員を対象に福利厚生事業を実施します。

・幹事会に出席して予算決算及び事業実施状況の報告を受け、更なる制度充実に向けた協

議を行います。また、新規企業の加入促進を支援します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事業者及び会員の加入状況報告 統計調査・集計

9月
10

月

11

月

協定書の締結 伝票処理・契約事務
幹事会 庁外調整・会議

負担金の支払い 伝票処理・契約事務
会員加入キャンペーン等 周知・広報
負担金に関する３市協議 庁外調整・会議



なし



1 ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■ ■
7 ■ ■ ■
8 ■ ■
9 ■ ■ ■
10
11
12
13
14
15

勤労者福祉事業

経済部 産業観光課

・勤労者世帯の経済的な負担を軽減し、生活の安定を図るため、自らが居住するための住

宅取得や子を就学させるための教育資金等において低金利の資金貸付をするとともに返済

利子の一部を補給します。

・中央労働金庫に融資資金を預託し、市内在住・在勤の勤労者を対象に低金利で生活資金

を融資します。また、新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金融資を受けた方に

対して返済利子と保証料の全額を補給します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

勤労者生活資金融資 貸付利用状況報告 統計調査・集計

9月
10

月

11

月

勤労者生活資金融資 預託契約書締結 伝票処理・契約事務
勤労者生活資金融資 預託金処理 伝票処理・契約事務

住宅資金利子補給 協議 伝票処理・契約事務
住宅資金利子補給 補給事務 事務作業全般
教育資金利子補給 申請案内 通知等発送
教育資金利子補給 補給事務 事務作業全般
生活資金利子補給 申請案内 通知等発送
生活資金利子補給 補給事務 事務作業全般



あり

〇茅ヶ崎市補助金等の交付に関する規則

〇茅ヶ崎市経済部産業観光課所管に係る補助金等交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、茅ヶ崎市経済部産業観光課が所管する補助金の交付について、茅ヶ

崎市補助金等の交付に関する規則(平成4年茅ヶ崎市規則第26号。以下「規則」という。)

に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種類等)

第2条 補助金の種類、補助金交付の目的、補助対象者、補助対象事業及び補助金額は、

別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市⾧が公益上必要があると認めるときは、別に市⾧が定め

るところにより補助することができる。

〇茅ヶ崎市勤労者住宅資金利子補給金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、勤労者が住宅の新築、増築若しくは改築又は購入のための対価の全

部又は一部の支払に充てるために借り入れた借入金(以下「借入金」という。)に係る利子

の補給金(以下「利子補給金」という。)について、茅ヶ崎市補助金等の交付に関する規則

(平成4年茅ヶ崎市規則第26号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事

項を定めるものとする。

(利子補給の対象者)

第2条 利子補給金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者

とする。

(1) 中央労働金庫(神奈川県内の店舗に限る。以下「融資機関」という。)から借入金の貸

付けを受けた者

(2) 茅ヶ崎市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 事業所に勤務している者。ただし、支給期間内に失業した場合は、在職期間中のみを

利子補給の対象とする。

(4) 次に掲げる行為をした者であって、現に当該住宅に居住する者

ア 茅ヶ崎市への住宅の新築

イ 茅ヶ崎市に存する住宅の増築若しくは改築

ウ 茅ヶ崎市に存する住宅の購入



1 ■ ■ ■
2 ■
3 ■
4 ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■
7 ■
8 ■ ■
9 ■ ■
10 ■
11 ■
12 ■ ■
13
14
15

技能者表彰に関する事務

経済部 産業観光課

・広く市民に技能尊重の気風を培い、技能者の地位及び技能水準の向上を図るための技能

者育成事業として、永年にわたり同じ職種に従事し、技能、技術の錬磨及び後進の育成等

その職種の向上発展に寄与した者を表彰します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

団体代表者へ審査委員の事前電話確認及び依頼 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

代表者会議・審査委員会の会場確保等 事務作業全般
団体代表者へ表彰候補者の推薦依頼 通知等発送

団体代表者へ審査委員会委員の推薦依頼 通知等発送
表彰候補者に係る事務 事務作業全般
審査委員会に係る事務 事務作業全般
審査委員委嘱及び審査委員会 審議会
審査委員への報酬支払 伝票処理・契約事務
表彰状の手配 伝票処理・契約事務
表彰及び被表彰者の周知 周知・広報
表彰通知（団体代表者、審査委員、被表彰者） 通知等発送
表彰（被表彰者への表彰状授与） イベント開催



あり

〇茅ヶ崎市技能者表彰要綱

第４条

・市⾧は、別表に規定する職種の団体の代表者その他市⾧が必要と認める者（以下「代表

者等」という。）に表彰すべき者の推薦を依頼するものとする。

第５条

・市⾧は、表彰する者を決定しようとするときは、あらかじめ茅ヶ崎市技能者表彰審査委

員会の意見を聴かなければならない。

第６条

・表彰は毎年１０月に行う。ただし、市⾧が特に必要があると認めるときは、この限りで

はない。

・技能功労者表彰、優秀技能者表彰及び青年優秀技能者表彰は、表彰状、記念品等を贈り

行う。

〇茅ヶ崎市技能者表彰審査委員会規則

第３条

・委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市⾧が委嘱する。

(1) 市の区域内の公共的団体等の代表者

(2) 市の区域内の技能者団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

第８条

・委員会の庶務は、経済部産業観光課において処理する。



1 ■ ■ ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■ ■
7 ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

神奈川県との連携事業

経済部 産業観光課

・神奈川県と連携し、街頭労働相談や特定課題講座等を通じて、労働者や使用者が抱える

問題を解決し、労働者が働き続けることでやりがいを感じられる社会となるための事業を

実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

労働講座 イベント開催

9月
10

月

11

月

労働講座開催日及び会場の調整 事務作業全般
労働講座の参加者募集 周知・広報

街頭労働相談の会場手配 事務作業全般
街頭労働相談の周知 周知・広報
街頭労働相談 イベント開催
街頭労働相談社会保険労務士謝金支払い 伝票処理・契約事務



なし



1 ■ ■
2 ■
3 ■ ■
4 ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■
7 ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

広域労政推進事業

経済部 産業観光課

・労働団体への活動支援により、労働者の労働条件や生活の向上とともに、労働者による

福祉活動の推進を図ります。

・行政（藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町）・労働団体・地域障害者福祉協会で実行委員会を設

置して卓球大会を開催し、障がい者競技の振興を図るとともに、地域内勤労者相互の交流

を深めます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

地域勤労者事業補助金 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

労働祭行事費補助金 伝票処理・契約事務
労働祭行事事業 イベント開催

湘南地区障がい者卓球大会実行委員会 庁外調整・会議
湘南地区障がい者卓球大会助成金交付申請 伝票処理・契約事務
湘南地区障がい者卓球大会 イベント開催
湘南地区障がい者卓球大会幹事市町引継ぎ等 庁外調整・会議



〇湘南地区障害者卓球大会実行委員会設置要綱

第２条

・本会は、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、湘南地域連合及び湘南地域労働者福祉協議会の共

催による湘南地区障害者卓球大会を開催することにより、障害者の相互の交流を図ること

を目的とする。

第６条

・開催地は、藤沢市、寒川町、茅ヶ崎市の輪番制を基本とし、大会実行委員会で決定す

る。

〇茅ヶ崎市補助金等の交付に関する規則

〇茅ヶ崎市経済部産業観光課所管に係る補助金等交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、茅ヶ崎市経済部産業観光課が所管する補助金の交付について、茅ヶ

崎市補助金等の交付に関する規則(平成4年茅ヶ崎市規則第26号。以下「規則」という。)

に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種類等)

第2条 補助金の種類、補助金交付の目的、補助対象者、補助対象事業及び補助金額は、

別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市⾧が公益上必要があると認めるときは、別に市⾧が定め

るところにより補助することができる。

あり



1 ■ ■ ■
2 ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■
5 ■
6 ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

労働行政推進事業

経済部 産業観光課

・本市における雇用情勢及び労働環境の向上を目指し、労働情勢懇談会を通じて関係機関

と連携し現状を把握するとともに情報を共有し今後の施策に活かします。

・湘南地区労働行政連絡協議会を通じて近隣自治体の取り組みや課題等について各自治体

の状況を共有し、今後の施策に活かします。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

湘南地区労働行政連絡協議会 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

労働情勢懇談会準備 通知等発送
労働情勢懇談会 庁外調整・会議

湘南地域雇用対策推進協議会 庁外調整・会議
2市1町障害者就労に関する調整会議 庁外調整・会議
湘南東部障害保健福祉圏域就労支援ネットワーク運営会 庁外調整・会議



あり

〇茅ヶ崎市労働情勢懇談会設置要綱

(設置)

第1条 茅ヶ崎市における労働及び雇用環境の向上を目指し、労働及び雇用に関する関係

機関との懇談を通じて現状把握及び情報の共有を図ることを目的として「茅ヶ崎市労働情

勢懇談会」(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇談会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について懇談するものと

する。

(1) 労働問題等に関すること。

(2) 雇用情勢等に関すること。

(3) その他目的の達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 懇談会は、次に掲げる機関等の者をもって組織する。

(1) 市内の事業所

(2) 湘南地域連合

(3) 湘南地域労働者福祉協議会

(4) 神奈川県社会保険労務士会藤沢支部

(5) 茅ヶ崎商工会議所

(6) 藤沢公共職業安定所

(7) かながわ労働センター湘南支所

(8) 茅ヶ崎市経済部産業観光課

(座⾧)

第4条 懇談会に座⾧を置き、経済部雇用労働課⾧が務める。

2 座⾧は、懇談会を総理し、懇談会の円滑な運営に努める。

(会議)

第5条 懇談会は、座⾧が招集する。

2 懇談会は、必要があると認めるときは、懇談会を組織する者以外の者の出席を求める

ことができる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、経済部産業観光課において処理する。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11 ■
12 ■
13 ■ ■
14 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
15 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

神奈川県との維持管理に関する協定締結準備 事務作業全般
神奈川県他関係機関協議 庁外調整・会議
地元調整 庁外調整・会議

WS検討 検討
WS（プレイベント）開催 イベント開催
神奈川県との工事に関する協定締結 事務作業全般

指定管理者選定等委員会 審議会
道の駅登録手続き・登録 事務作業全般
オープニングイベント検討 検討

設置条例 検討
（設置条例）庁議・例規等審査会・議決 庁内調整・会議
指定管理者基本協定（指定）の検討・指定の議決 検討

運営内容検討 検討

9月
10

月

11

月

道の駅建設工事 新設・修繕・建替工事

運営モニタリング検討 検討

 令和7年7月の道の駅オープンに向け、施設の建設工事を行います。並行して地域振興施

設設置条例を制定し、令和７年４月予定の指定管理者基本協定の締結に向けて準備を進め

ます。また、オープンに向け、道の駅の登録手続きを行います。

 運営については、指定管理予定者と共に出店者、出品者、従業員の募集採用等を行いま

す。また、モニタリングの検討を行います。

 市民の気運の醸成、道の駅の周知等を目的に、ワークショップとしてプレイベントを開

催するとともに、オープニングセレモニーについて検討を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

道の駅整備・管理運営事業

経済部 産業観光課



あり

・茅ヶ崎市自治基本条例

第18条 市は、市の目指す将来の姿を明らかにし、これを計画的に実現するため、この条

例の趣旨にのっとり、政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画(以下「総合計

画」という。)を定めなければならない。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

道の駅整備事業用地周辺道路改良事業

経済部 産業観光課

 来訪者を道の駅へ効果的に誘導するために必要な道路標識の製作・設置およびカラー舗

装等の安全施設整備工事を行います。道路標識は国道、市道に設置を予定しているため各

道路管理者と設計・施工協議を実施し、年度内に看板の製作までを完了させる予定です。

なお、道路標識の設置については誤誘導防止の観点からも道の駅オープン直前での施工と

なります。（繰越済 工期：令和6年10月～令和７年7月）カラー舗装等の実施時期につい

ては、施工業者との調整の上決定予定です。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

カラー舗装等（市道0121号線外安全施設整備工事） 新設・修繕・建替工事

9月
10

月

11

月

工事発注準備（市道0121号線外安全施設整備工事） 事務作業全般
道路標識製作（市道0121号線外安全施設整備工事） 新設・修繕・建替工事

神奈川県協議 庁外調整・会議
横浜国道事務所協議 庁外調整・会議



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■
9
10
11
12
13
14
15

道の駅から発信するオリジナルブランド「Choice!CHIGASAKI」推進事業

経済部 産業観光課

 道の駅のオープンを見据え、茅ヶ崎に満ち溢れる特有の自然や文化、伝統など、魅力あ

る地域資源であるまちの「宝物」を、「再発見、茅ヶ崎。」をコンセプトに発展させてい

くブランディング活動です。

 令和６年度は、次年度のオープンに向けた機運醸成の一環として、多くの事業者や市民

が参加できるような認定手法を構築の上、第２回認定を実施します。

 あわせて認定済みであるまちの魅力が凝縮された２０品目を通して、茅ヶ崎が誇る「モ

ノ」「コト」、そして茅ヶ崎固有のライフスタイルや雰囲気を体感していただき、「茅ヶ

崎をもっと知りたい」「茅ヶ崎にまた来たい」と思って頂けるよう、効果的に情報を発信

します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

インスタグラムによる発信 周知・広報

9月
10

月

11

月

公式HPの更新 周知・広報
工事に伴う鋼板塀を活用した事業周知 周知・広報

催事（市内、友好都市等） イベント開催
認定事業者との調整 庁外調整・会議
第２回認定方法等検討・決定・準備 検討
第２回認定についての周知・広報 周知・広報
第２回認定説明会開催 庁外調整・会議
第２回認定エントリー・１次審査 イベント開催
第２回認定投票・決定 イベント開催
第２回認定結果発表 イベント開催



なし


